
・5/18（月）から要請受付を開始している医療用手袋について、 5/23（土）から、順次、医療機関等へ配送開始予定。
・5/18（月）時点で2,412のメーカー・卸業者から一斉調査に対する回答を収集。未回答事業者を含め、引き続き積極的
に回答を働きかけ。

石油関連製品の供給不足に伴う厚生労働分野の影響・対応について①
（５月18日時点）

足下の主な対応

相談総数

対応状況 品目単位で精査 ※例えば約3,700の医療機関等から相談のあった同種の手袋の供給に関するもの
は１つの品目とカウントするなど、品目単位で精査の上、その品目数を計上。

9,785事業者（メーカー・卸業者：1,882 、医療機関等：7,903 ）
※一斉点検等や窓口により情報提供等を受け付けた中から相談を受けたものを対象としている。
※事業者数は延べ数であり、同一の事業者から複数の調査・窓口等で相談を受け付けた場合は、それぞれ事業者数を計上している。
※医療機関等からの相談（7,903事業者）のうち、定点観測：87事業者、医療機関等からの情報提供：7,816事業者

（前回（５月13日時点）との差：＋740事業者（メーカー・卸業者：＋150 、医療機関等：＋590））

③：新たに、錠剤包装シート（PTPシート）、歯科用器械の部品加工のための潤滑油等などの供給不安
を解決済み。

品目数 （前回（５月13日時点）との差）

①安定供給に影響があると判断された品目 80 ＋6

うち
②対応検討中の品目 43 ＋2

➂解決済みの品目 37 ＋4

資料２
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石油関連製品の供給不足に伴う厚生労働分野の影響・対応について（５月18日時点）②

・小児カテーテルの滅菌用のA重油 ・効率的に薬剤投与が行える注射器のシリンジ（筒の部分）の滅菌用のA重油
・心臓を補助する特殊なカテーテルの滅菌用ガス ・医療機器の滅菌等の酸化エチレンガス ・医療機関（６機関）における滅菌等に必要なA重油* 
・医療機関で用いる消毒液（イソプロパノール） ・人工透析用の血液浄化器（ダイアライザー）の製造用溶剤 ・人工透析用の注射針の滅菌用ガス
・献血バッグの製造用溶剤 ・採血管をまとめる袋 ・血液検査分析装置の洗浄剤 ・鼻炎治療薬等の製造設備用のA重油
・消毒液（エタノール）の容器（２件（＋１）） ・歯科用注射針のコーティング剤 ・透析装置洗浄剤の容器 ・透析チューブ
・心電図用電極ゲルの包装資材 ・人工心肺装置に装着する人工肺等の洗浄剤 ・手術用縫合糸の洗浄剤 ・手術用メスの洗浄剤
・解熱鎮痛薬等の製造用溶剤 ・手術用器械等の医療機器を製造する際に必要な潤滑油* ・非臨床試験施設の機材滅菌用等のＡ重油
・製薬工場等の稼働に必要なＡ重油（２件） ・錠剤製造の滅菌工程に必要なボイラー用灯油 ・体外式膜型人工肺（ECMO）の洗浄剤
・血管内治療器具の誘導用ワイヤーの洗浄剤 ・消毒液（ポビドンヨード等）の容器 ・検査用スライドグラス・カバーグラスの印字用塗料
・AED（自動体外式除細動器）等のインク等溶剤 ・カテーテルの潤滑剤 ・歯鏡の曇り止め用溶剤
・医療用漢方製剤等の製造に必要な有機溶剤（メタノール） ・錠剤包装シート（PTPシート）
・歯科用器械の部品加工のための潤滑油等*

解決済みの品目

○ 医療分野における各種容器等については、これまで、消毒液（エタノール）の容器、透析装置洗浄剤の容器などの供給不安を
解決してきたところ。

○ 加えて、足下では、錠剤包装シート（PTPシート）などについて供給不安を解決済み。
○ 引き続き、医薬品の容器や分包紙を含め、医療機関や薬局をはじめ、きめ細やかに情報把握をした上で、目詰まり解消に全力
で取り組み、供給不安をひとつひとつ丁寧に解決することで、安定供給の確保に万全を期していく。

医薬品・医療機器・医療物資等の確保対策本部（厚労省・経産省）

※点検から抽出された課題
の対応へ（随時追加）

透析チューブ
（解決済み）

医療用手袋

随時報告

※解決済み品目は累計 ※下線部：新たに解決済みとなった品目 ＊印は：直接販売スキームの活用により解決済みとなった品目

医療分野における各種容器等に関する供給不安の解決

メーカー（川上）調査
卸業者（川中）調査

医療機関・薬局（川下）調査

一斉点検・逼迫可能性調査チーム

※相談窓口やEMISを通じて相談を受け付け、専門チーム（厚労本省、約100人体制）が
個別のメーカー、卸業者、医療機関・薬局の状況を調査
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中東情勢を踏まえた医療用手袋の備蓄の放出について
非滅菌手袋（ニトリル・PVC）を含めた個人防護具は、新型インフル特別措置法に基づき、パンデ
ミックの発生に備え備蓄を行っている。

このうち、国では備蓄水準を超える量（余剰分）を確保：約４億９千万枚

医療用手袋の需給状況は、現在、通常通りの発注には概ね対応できている（※）一方、一部では通常量を
大幅に超える発注も見られ、結果として歯科診療所など一部の医療機関等では確保が困難となっている。
（※）主要販売メーカーは通常と同程度の１～２か月の在庫を持っている。

このため、確保が困難となっている医療機関等向けに、まずは、5000万枚（※）を放出することとし、
５月18日（月）より医療機関等からの要請受付を開始（第１弾）。
（※）全国の一般診療所及び歯科診療所の約1月分の需要は9000万枚程度と推計。

５月23日（土）より、順次、販売業者から各医療機関等に配送開始予定（第１弾）。その後も週次で
要請を受け付け、配送を実施予定。

５月18日（月）時点で医療機関等から受け付けた要請のうち、都道府県・国の確認が終わり、要配布
とした対象は412の医療機関等であり、枚数は最大（※）約160万枚。
（※）医療機関等ごとに、想定消費量に応じて購入可能数の上限があるところ、上限未満で購入する場合が想定されるため。

今後の供給状況を踏まえ、必要に応じ追加で放出していく。

医療機関国

G-MIS※を活用して必要量を要請

販売業者

販売業者を通じ医療機関に手袋を放出

※G-MIS：全国の医療機関等の病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療
機器や医療物資の確保状況等を一元的に把握・支援するシステム 3
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